
○赤磐市土木建築事業にかかる調査・測量・試験及び設計事務等委託要領 

平成１７年３月７日 

告示第９５号 

（目的） 

第１条 この告示は、土木建築事業にかかる調査・測量・試験及び設計等（以下「測試・設計業

務」という。）を委託することに関し、その手続方法等を定めることにより、適正かつ計画的

な業務の遂行を図ることを目的とする。 

（適用） 

第２条 この告示の対象となる業務の種別及び受託者の範囲は、別表のとおりとする。 

（測試・設計業務委託計画書） 

第３条 測試・設計業務を業者又は団体等に対し委託して行う場合は、あらかじめ測試・設計業

務委託計画書を作成するものとする。 

２ 前項の測試・設計業務委託計画書を変更する必要が生じたときは、直ちに変更の手続をとら

なければならない。 

（委託の手続） 

第４条 測試・設計業務を委託するときは、入札を原則とする。ただし、随意契約による場合、

委託者は次の事務手続を行い委託契約を締結するものとする。 

（１） 業務の内容及び仕様を決定すること。 

（２） 赤磐市指名業者選定要綱（平成１７年赤磐市訓令第４１号）に基づき、受託予定者を

決定すること。 

（３） 受託予定者へ業務の内容仕様を指示すること。 

（４） 予定価格を決定すること。 

（５） 受託予定者から見積書を徴すること。 

（６） 見積内容を検討し、受託者を決定すること。 

（７） 委託契約を締結すること。 

（監督及び指示） 

第５条 委託者は、委託した測試・設計業務の箇所毎に監督員を指定し、作業現場に立会いさせ、

業務の監督及び業務施行上に必要な指示を行わせるものとする。 

（成果品の受領） 

第６条 委託者は、納入された成果品を検収の上受領するものとする。 

（代金の請求） 

第７条 委託料は、前条の成果品を受領した後、受託者をして委託料請求書を提出させ支払うも

のとする。 



（その他） 

第８条 測試・設計業務の執行については、この告示に定めるもののほか、赤磐市建設工事執行

規則（平成１７年赤磐市規則第２０４号）を準用する。 

附 則 

この告示は、平成１７年３月７日から施行する。 

附 則（平成１９年１１月１９日告示第９９号） 

この告示は、平成２０年１月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２７日告示第３２号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２３日告示第２４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年５月７日告示第５９号） 

この告示は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則（平成２１年７月１０日告示第７６号） 

この告示は、平成２１年７月１０日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日告示第２６号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月１７日告示第１１号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日告示第１８号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日告示第４４号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月１１日告示第１０３号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１８日告示第２５号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２２日告示第２０号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２９日告示第４３号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月１９日告示第２１号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 



附 則（令和２年３月３１日告示第３５号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

業務の種類 受託者の資格範囲 

Ⅰ 工事施工に伴うもの   

（A） 測量 

地上現形測量・区画整理確定測量 

河川測量・路線測量 

航空写真測量・深浅測量 

測量法（昭和２４年法律第１８８号。以下「法」

という。）第５５条の規定により測量業者として

の登録を受けた者 

（B） 調査・試験 

地質調査・土質試験・材料試験等 

委託者が受託能力を有すると認めた者 

（C） 土木設計 

設計・監理・監督 

（D） 建築設計等 

設計・監理・監督 

建設コンサルタント登録規程第３条の規定によ

り登録を受けた者 

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条

の規定により建築士事務所としての登録を受け

た者 

Ⅱ 用地買収に伴うもの   

（A） 測量 

潰地測量 

法第５５条の規定により測量業者としての登録

を受けた者又は土地家屋調査士法第６条の規定

により土地家屋調査士として登録を受けた者   

Ⅲ 計画樹立に伴うもの   

（A） 測量 

地上現形測量・区画整理確定測量 

河川測量・路線測量 

航空写真測量・深浅測量 

法第５５条の規定により測量業者としての登録

を受けた者 

（B） 調査・試験 

現況調査等 

法第５５条の規定により測量業者としての登録

を受けた者 

（C） 計画 

基本計画・実施計画・その他諸計画 

委託者が受託能力を有すると認めた者 

    

Ⅳ その他 委託者が受託能力を有すると認めた者 

    

 


